
平生町教育委員会

以下のすべてに該当する方が援助の対象となります。

（１） 令和8年2月1日現在で平生町内に居住している方（入学式までに転出予定の方を除く）

（２） 「令和7年度 就学援助制度」の認定基準で「準要保護」の基準に該当する方

（３） 期限内に申請書を提出した方

※

（１） 申請書を記入 ＊裏面の記入例をよく参照していただき、申請書を記入してください。

↓
（２） 必要書類の添付 ＊世帯の状況により下表の書類を添付してください。

世帯員全員の令和6年度所得証明書 （令和6年中の所得）

（３） 教育委員会（学校教育課）に持参

◆提出先

平生町教育委員会　学校教育課

◆提出期限

（４） 教育委員会で審査

①審査に必要な世帯の公簿・所得状況等を調査します。
②審査に必要な書類が不足している場合は、必要に応じて書類の提出を求めます。
③必要書類の提出がない場合は「否認定」となります。

（５） 結果通知 ＊審査結果は、２月下旬頃に申請者宛にお知らせする予定です。

～このお知らせは、令和8年度に小学校・中学校にお子さんが入学予定のご家庭にご案内しています～

入学準備金の申請について

　平生町では、令和8年度にお子さんが小学校・中学校へ入学するにあたり、経済的にお困りの保護者の方に

小学校・中学校の入学準備にかかる学用品費等の購入費用を援助します。援助を希望される方は、下記の内

容をご覧のうえ申請してください。申請の際にご不明な点がありましたら、教育委員会 学校教育課までお問合

わせください。

生活保護を受給中の方は、福祉事務所から同様の費用が支給されるため、この制度は支給対象外となりま
す。

｜
｜
↓

世帯状況 添付書類

平生町にお住いの方

（単身赴任等で町外に居住の家族を含む） ※令和6年1月1日現在にお住まいの市区町村で発行可能

同一地番に別世帯がある場合
状況により添付書類が必要になりますので、学校教育課に
お問合わせください。

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
↓

申請書は、小学校入学又は中学校入学の該当する区分で１枚ずつ提出してください（例：小学校に二人以上入
学されるご家庭は１枚で可。ただし、小学校と中学校にお子さんが同時に入学されるご家庭は、小学校分、中学
校分の計２枚の提出が必要です。※所得証明書の添付書類は1枚のみで構いません）。

※入学予定の学校への提出はできません。必ず上記提出先にご持参ください。

令和8年2月2日 〔期限厳守〕(月)

｜
↓

② 教育委員会で定める基準額以上の方及び所得証明書の必要書類の提出のない方 不支給

内容 審査結果

① 令和6年中の所得が教育委員会で定める基準額以下の方 支給

１ 援助の対象となる方

２ 申請手続きから結果通知までの流れ



世帯構成が、父（40歳：会社員）、母（35歳：パート勤務）、子（14歳）、子（9歳）の場合、

二人の所得を合算した金額が

1

(小学生）、 (中学生） を

に支給します。

（１） 提出前にもう一度、記入内容及び添付書類をご確認ください。

（２） 申請等にあたってご不明な点等がありましたら、下記までお問い合わせください。

問合せ先・提出先
平生町教育委員会　学校教育課
〒742-1195

平生町大字平生町210-1
電話　0820-56-6083　FAX　0820-56-7151

3 上記はあくまでも「令和7年度入学準備金」支給にあたっての基準額になるため、「令和8年度就学援助制度」では基
準額が異なります。

所得とは、給与所得の場合は給与所得控除後の額を、事業所得の場合は必要経費差引後の額をいいます。2

2,926,517 円 以内

　今回の「入学準備金」とは別に、入学後に学用品費等や給食費などの経費の一部が援助される「令
和8年度就学援助制度」があります。今回の「入学準備金」の入学前支給を受けた場合でも、別で申請

が必要になりますので、ご注意ください。

受付予定期間：令和8年4月1日（水）～　令和8年6月1日（月)

　今回の「入学準備金」の入学前支給が不支給となった場合でも、「令和8年度就学援助制度」を上記

期間中に申請し、「準要保護」の認定を受けた方（上記予定期間内での申請が必要）については、「新

入学学用品費」を支給します。

　ただし、今回「入学準備金」の入学前支給を受けた方については、「令和8年度就学援助制度」で認

定を受けても「新入学学用品費」は支給対象外となります。

　なお、４月以降の「新入学学用品費」は、３月支給の「入学準備金」と金額が変更となる場合がありま

す。

入学準備金として 57,060円 63,000円

令和8年3月6日（予定）

※ 万が一、入学準備金の入学前支給を受けた方が平生町から転出された場合は、平生町で入学準備金の
入学前支給を行った旨を転出先自治体へ通知します。

上記の所得基準額は目安です。世帯員数が同じでも、家族構成や年齢が異なると基準額は異なります。
注）

４ 援助の内容

５ 「令和8年度就学援助制度」について

６ その他

３ 「準要保護」の所得基準額（所得の限度額）の参考例


